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特別養護老人ホーム真盛園  重要事項説明書 

 

当施設は、ご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供します。  

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを  

次の通り説明します。 

 

  １．施設の目的と運営方針 

 

 目的  天台真盛宗西教寺の伝統と宗教的信念に基づいて、老人福祉に  

関する可能な限りの事業を実践し、地域における老人福祉の拠点と  

なり、人間が安心して暮らせる社会作りを目的としています。  

   

法人理念 （１）人間平等の原則の上に立っての福祉増進 

              （２）宗教的雰囲気の中での心の安らぎ 

              （３）恵まれた自然環境の下での健康保持 

 

 経営方針  （１）利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービ

スの提供に努める。 

（２）地域、行政、他のサービス事業所と緊密な連携を図りながら社

会的責務を果たし、総合的な福祉のサービス提供に努める。  

（３）社会的ルール、法令を遵守しながら経営の透明性を確保し、持

続可能な経営に努める。  

 

介護方針  （１）利用者主体に努めます。  

     （２）その人らしい自立（自律）した生活を支援します。  

     （３）サービスの質の向上と職員の資質の向上に努めます。  

     （４）自分たちの利用したい施設にします。  

 

２．事業者 

法人名 社会福祉法人真盛園 

法人所在地 大津市坂本五丁目１３番１号 

代表者氏名 理事長  市川 隆成  

 

３．施設の概要                                                      

 

施設名称  特別養護老人ホーム真盛園 

施設所在地  大津市坂本五丁目１３番１号 

指定許可年月日  昭和５４年 ５月 １日 

指定事業所番号  ２５７０１０００４６ 

施設長  川 橋 忠 之 

入所定員  １１５名 

電話番号  ０７７－５７８－００４４（代表） 

０７７-５７８－７７７２（相談員室）  



 

 

４．利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 
  

利用定員 指定 開設 年月日 指定番号 

短期入所生活介護 

養護老人ホーム 

デイサービスセンター 

居宅介護支援事業所 

地域交流センター老いも若きも 

訪問看護ステーション和顔 

特定施設入居者生活介護 

平成１２年３月３０日 

昭和３１年５月１日 

平成１２年３月３０日 

平成１２年４月１日 

平成１７年１月 

平成１８年８月１日 

平成１８年８月１日 

2570100046 

 

2570100046 

2570100046 

 

2560190163 

2570100046 

１０名／日 

６０名 

２５名／日 

 

 

 

 

 

 

５．居室等の概要 

        当施設では、以下の居室・設備をご用意しております。 

 

 居室・設備の種類 室数        備考 

  １人部屋    １室  

  ２人部屋    １０室  

  ４人部屋    ２６室  

  静養室    ２室  

  食堂    ２  

  リハビリ室    １  

  浴室    ２ 簡易特殊浴槽１台、中間浴槽１台 

三人浴槽１台  、一人浴槽２台 

  医務室    １  

  談話室   １  

 

  ６．職員体制 

                                                      令和６年２月１日現在  

職種  職員数 常勤換算 

人数 

常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

事業所長（管理者） ２   ２   

医師 ２    ２  

介護職員 ４８(３２) ４４．８ ４１(２８) ( ) ７(４)  

生活相談員 ２ ２ ０ ２   

看護職員 ６ ４．４ ２ １ ０ ３ 
機能訓練指導員（看護師兼務）  ４  １．０   １   ３  

管理栄養士 １ １ １    

介護支援専門員 ２ ２ ２    

   ＊（ショートステイ真盛園を含む）  ＊（ ）内の数字は介護福祉士有資格者数 

   

 

 



 

 

７．主な職種の勤務体制 

  職種 勤務体制 

医師 水、土曜日１３：３０～１５：００、１３：００～１４：００  

弟１．３火曜日 １２：３０～１３：３０ 

介護職員   前勤         ７：００～１６：００  

  日勤     ８：００～１７：００ 

  後勤       １０：００～１９：００ 

遅出       １１：３０～２０：３０ 

  準夜       １６：００～ １：００ 

  深夜        １：３０～１０：３０ 

看護師  前勤     ８：００～１７：００ 

 後勤        ９：３０～１８：３０ 

介護支援専門員   ８：３０～１７：３０ 

生活相談員  ８：３０～１７：３０  

栄養士   ８：３０～１７：３０ 

   

 ８．施設サービス概要と利用料 

     （１） 介護保険の給付の対象となるサービス 

①食事介助（食材料費及び調理費は自己負担です。） 

 ・心身の状態や介護度に応じて介助を致します。 

            ・本人の自立支援のため離床して食堂にて食事をとって  

頂くことを原則としています。 

      ・時間 

 朝食   ８：００～ 

 昼食  １２：００～ 

 夕食  １８：００～ 

         ②排泄介助 

            ・排泄の自立を促すため、本人の身体能力を最大限活用した  

援助をおこないます。 

         

 ③入浴介助 

            ・週に最低２回は、入浴していただけます。ただし、健康状態により  

清拭となる場合があります。  

 

         ④生活相談 

            ・生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含めて相談できます。  

 

⑤健康管理 

            ・嘱託医や看護職員により健康管理を行います。  

 

         ⑥その他、自立への支援 

        ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう  

援助します。              



 

 

・シーツ交換、衣類の洗濯は汚れの状況に応じて、随時行います。  

☆利用料  

令和６年４月１日以降  １日あたりの自己負担分 

要介護１ （５８９単位） 

要介護２ （６５９単位） 

要介護３ （７３２単位） 

要介護４ （８０２単位） 

要介護５ （８７１単位） 

１割負担 ６１６円  

１割負担 ６８９円  

１割負担 ７６５円  

１割負担 ８３８円  

１割負担 ９１１円  

※通常の自己負担額は 1 割負担ですが、ご契約者によっては介護保険負担割合証の割合の負担となります。 

利用者全員を対象とする加算 

日常生活継続支援加算 
３６単位  

（３８円） /日  

要介護度等の高い新規入居者割合が一定の基準以上で、 

手厚い介護福祉士配置がある場合に加算します。 

看護体制加算（Ⅰ）  
４単位  

（５円）／日  

常勤の看護師の配置要件を満たせば加算します。 

看護体制加算（Ⅱ）  
８単位  

（９円）／日  

配置基準より＋１名で 24 時間連絡できる体制を確保している 

場合に加算します。 

夜勤職員配置加算  

１３単位  

（１４円）／日  

夕方から翌朝にかけての時間帯に配置する職員の総労働時間

が 

一定要件を上回っている場合に加算します。 

精神科医療養指導加算  
５単位（６円）／日  精神科医師の回診を月２回以上実施していることで加算しま

す。 

生活機能向上連携加算  
２００単位  

（２０９円）／月  

訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士・医師が加算を算定する事業所に訪問し、加算を算定する

事業所職員と共に利用者の状態を把握した上で、個別機能訓練計画を

作成する。機能訓練指導員、看護師・介護職員、生活相談員等が協働

し、作成された計画にある機能訓練を実施する。  

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）  
４０単位  

（４２円） /月  

定期的な評価を実施し、計画的に支援をすすめているもの（一

月当たり）  

ADL維持等加算（Ⅰ）  
３０単位  

（３２円） /月  

利用者の自立支援や重度化防止のために、日常生活動作（ADL）

の機能を維持できているかを評価する取り組みを推進するた

めの加算。  

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）  
１ヶ月の総単位数×

２．７％  

技能・経験のある、勤続年数の長い介護職員等の処遇改善を目

的として賃金改善についての加算。 

介護職員等ベースアップ等支援加算  
１ヶ月の総単位数×

１．６％  

介護職員等の賃上げ効果が継続される取組を行い賃金改善に

ついての加算 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 
１ヶ月の総単位数×

８．３％  

介護職員に適切な労働対価を支払い、適切なサービスの質を保

つための加算。 

   その他の加算・・・   個々の状態等必要に応じて下記の加算がつきます。 

各種加算 単位数 備    考 

初期加算 ３０単位（３２円）／日 入居後又は退院後３０日間に加算。 

入院又は外泊加算 
 ２４６単位   

（２５７円）／日 

入院又は外泊時に６日間、月をまたいだ場合最大１２日間算定

。（月をまたぎ、その月の利用が無いときも算定される。） 

療養食加算 
６単位  

（７円）／１食 

医師が発行する食事指示書に基づき食事提供が管理栄養士又は

栄養士によって管理された場合算定されます。 



 

 

看取り介護加算Ⅰ 

１ ,２８０単位（１ ,３３８円）  当日 医師が終末期であると判断した入居者について、医師、

看護師、介護職員等が家族の同意を得ながら看取り介護

を行った場合。（入院中等利用のない月も算定する） 

６８０単位（７１１円） 前日及び前々日 

１４４単位（１５１円） ４日以前～３０日 

７２単位 （７６円）  ３１日～４５日前  

 

＊厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から施設に支払われる。施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払いなります。 

＊介護給付費の計算は１ヶ月単位で行いますので、端数処理の関係で上記の金額とは誤差が生じることがあります。ご了承下さい。  

＊この料金設定は国が定めた地域区分（大津市・５級地１０．４５）で計算されています。  

＊保険料滞納等の場合に 10 割を支払いいただく 場合があり ます。その場合、 施設から サ ービス提供証明書 を発行 しま すので、  

保険者に申請をす ることで 償 還を受けられます 。  

＊介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額にあわせてご契約者様の負担額を変更致します。  

 

 （２） 介護保険の給付対象外のサービス 

          以下のサービスは、利用料金の全額が本人負担になります。 

 

①居住に要する費用 

 １日・・・８５５円 

 

但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、 

記載された居住費の金額（１日あたり）のご負担となります。 

 

           通常設備以外の電気機器類を持ち込む方は持ち込み料を負担して頂きます。  

                          １律１ヶ月・・・１,２００円  

    （テレビ、ラジオ、オーディオ機器、パソコン等） 

 

     ②食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

           本人に提供する食材費及び調理費にかかる費用です。 

 

                １日・・・１ ,６００円 （朝３００円、昼６５０円、夕６５０円）  

      但し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、  

記載された食費の金額（１日あたり）のご負担となります。 

 

③事務手続き料 

 本人または引受人の依頼に基づく日用品、嗜好品、おやつ等の購入に関する

代行又は真盛園が実施する諸事業の自己負担費（居酒屋、喫茶、等）の代行

支払い及びその他の手続きの代行費用です。 

１ヶ月・・・・１ ,０００円 

 

         ④理・美容サービス 

             毎月第２、第３水曜日に移動散髪によるサービスを利用して頂けます。 

             （日程は行事予定等により変更する場合があります。） 

                            男女共・・・２,３５０円（カットのみ） 

              

   

         ⑤レクリエーション、クラブ活動 



 

 

             希望によりレクリエーション行事等（居酒屋・喫茶 等）や  

クラブ活動（書道・華道・そろばん教室等）に参加して頂くことができます。 

             ☆利用料金・・・材料代等の実費をいただきます。  

 

         ⑥複写物の交付 

             本人は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、  

複写物を必要とする場合又は、その他 FAX・コピーをする場合は、  

実費をご負担いただきます。 

                                      １枚につき・・・１０円 

         ⑦日常生活上必要となる諸費用実費 

             日常生活品の購入代金等、本人の日常生活に要する費用で本人に負担して  

頂くことが適当である物にかかる費用を負担していただきます。  

            （衣服や靴・特殊な医療用品・予防接種等・郵便料金） 

 

☆お支払い方法 

 請求書をご利用月の翌月２０日までに本人または引受人にお届けしますので、  

末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。 

 

① 滋賀銀行の口座より引き落とし。 

 （滋賀銀行の口座がない場合はゆうちょ銀行でも可） 

   ② 当事業所にて現金でのお支払い。 

 

   ９．当施設ご利用の際にご留意して頂く事項 

来訪、面会 

 ・来訪者は、来園者記入票に必要事項を記入して頂き

各部署の職員にお渡し下さい。生ものの持ち込みは、

禁止させて頂きます。また、生もの以外の食料品でも

、持ち込みの際は、必ず、職員に連絡下さい。 

外出、外泊 

 外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に

申し出て下さい。（場合によっては、身分確認証を  

ご提示して頂く場合があります。） 

居室・設備 

施設内の居室や設備・器具は本来の用法に従ってご利

用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた

場合は、弁償して頂くことがあります。 

迷惑行為等 

騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います

。また、やみくもに他の居室等に立ち入らないで  

下さい。 

宗教活動 
施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動は、  

ご遠慮下さい。 

喫煙・飲酒 
 喫煙は、決められた場所以外ではお断りします。 

 飲酒は、施設で定めた日にご利用下さい。 

 

 １０．嘱託医  

医療機関の名称  伏木医院    口出 将司Ｄｒ．  

所在地  大津市見世２丁目１２－１２  ＴＥＬ 077-522-5118 



 

 

診療科   内科・消化器内科  

 医療機関の名称    山岡医院     山岡 一衛Ｄｒ． 

 所在地 大津市坂本６丁目２７番２１号 ＴＥＬ 077-578-0145 

 診療科   精神科 

 

１１．協力医療機関  

医療機関の名称  洛和会    音羽病院 

所在地 京都市山科区音羽珍事町２番地      ＴＥＬ075-593-4111 

診療科   総合病院 

 

医療機関の名称    琵琶湖大橋病院 

    所在地       大津市真野５丁目１番２９号   ＴＥＬ077-574-4600 

    診療科        歯科口腔外科    

 

１２．衛生管理及び感染症対策 

施設長、医師、看護師およびケアワーカーは、利用者と施設の保健衛生の 

ため、次の各号の実施について努めなければならない。 

         （１） 衛生知識の普及指導 

         （２） 年２回以上の大掃除 

         （３） 週２回以上の入浴又は清拭  

         （４） その他必要なこと。 

    ２ 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない 

よう次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 

     （１）施設における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員  

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をお  

おむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周  

知徹底を図る。  

（２）施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。  

（３）施設において、職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修  

及び訓練を定期的に実施する。  

（４）前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒  

の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。  

 

１３．苦情の受付について 

        当施設のサービスについて、ご不明な点や疑問、苦情等がありましたら、  

以下の窓口で受け付けています。お気軽にご相談下さい。 

                真盛園苦情窓口・・・原 健  TEL 578-0044 

 

行政機関その他苦情受け付け機関 

大津市介護保険課  大津市御陵町３－１ 

        ０７７－５２８－２７５３ 

滋賀県運営適正化委員会 県立長寿社会福祉センター内 

    ０７７－５６７－４１０７ 



 

 

国民健康保険団体連合会 大津市中央４丁目５番９号 

        ０７７－５１０－６６０５ 

 

１４．身体拘束について 

施設は、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。  

ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や  

む得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期  

間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続  

きにより身体等の拘束を行う。  

    ２ 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。  

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話 装  

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催  

するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を  

図るものとする。  

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。  

（３）介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定  

期的に実施する。  

 

 １５．災害時の対策 

災害時の対応 施設は、非常災害等の発生の際に他の社会福祉施設との

連携・協力を図り相互にその事業を継続することが 

できるよう努めなければならない。 

防災訓練 年２回、夜間および昼間を想定した避難訓練を、入居者

の方も参加して実施します。 

防災設備 ・スプリンクラー 

・避難階段及び避難用滑り台 

・自動火災報知器 

・誘導灯 

・防火扉、シャッター 

・屋内消火栓 

・非常通報装置         ・漏電火災報知器 

 

 １６．利用者の人権の擁護、虐待防止  

施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、  

次の措置を講ずるものとする。  

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行  

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に  

ついて職員に周知徹底を図る。  

（２）虐待防止のための指針の整備。  

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施。  

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。  

 

 １７．職員の質の確保  

施設は、職員の資質向上のために研修の機会を確保する。  



 

 

   ２ 施設は、利用者に対する処遇に直接携わる職員のうち（看護師、准看護師、  

介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令定める  

者等の資格を有する者その他これに類する物を除く。）に対し、認知症介護に  

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。  

 

 １８．事故発生の防止及び発生時の対応 

施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を  

講じるものとする。  

   （１）事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事  

故発生の防止のための指針を整備する。  

   （２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当  

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整  

備する。  

   （３）事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが  

できるものとする。）及び職員に対する研修を定期的に行う。  

   （４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。  

  ２ 施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やか  

に市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。 

  ３ 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものと

する。  

   ４ 施設は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

１９．業務継続計画の策定等  

施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供 

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための 

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必 

要な措置を講じるものとする。 

      ２ 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な措置 

を講じるものとする。 

    ３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画  

の変更を行うものとする。  

  

２０．職場におけるハラスメント  

施設は、適切な社会福祉事業の提供を確保する観点から、職場において行われ 

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当 

な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方 

針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。  

 

  ２１．緊急時対応 

         体調の変化等、緊急の場合は別紙の届けによる緊急連絡先に連絡します。 

  

２２．施設運営指針  

   特別養護老人ホーム真盛園はその運営について、暴力団員の支配を受けることなく、



 

 

又、施設を運営する法人の役員、管理者及び職員は、暴力団員であってはならない

としています。  

 

 ２３．個人情報の保護  

   職員は業務上知り得た本人または家族の秘密保持を遵守します。  

   職員は退職した後も正当な理由なく、業務上知り得た本人または家族の秘密を  

   漏らすことがないように必要な措置を講じます。  

 

２４．その他の事項 

          ① 当施設ではボランティアや介護実習生を受け入れています。  

時には、ボランティアや介護実習生が介護に当たる場合がありますが、  

法律に定められたものや県の方針によるものであり、介護者育成または  

広く理解を広めるためのものでありますので、ご了承下さい。 

          ② 本人または他の利用者の状態によって居室を変更する場合がありますが、  

よりよい入居環境を確保するためでありますので、ご了承下さい。  

 

 

                                              令和  年    月    日 

 

    私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

           本人  住所 

 

                    氏名                    印 

 

      身元引受人  住所 

 

                    氏名                    印 

                     

                    続柄 

 

 

特別養護老人ホーム真盛園のサービス提供内容について本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事業者  所在地   大津市坂本５丁目１３－１ 

                    名称    社会福祉法人 真盛園      印 

説明者  職名    生活相談員 

 

                    氏名                                       印  

 

 

 

 

 


